
◆障害福祉サービスにおける定着支援の流れイメージ

○ 就労移行支援の利用を経て一般就労した者について、就労移行支援事業所による６か月間の職場へ
の定着支援の義務期間を経過した後に、サービスの利用を開始する。

○ 就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労した者について、就労継続支援・生活介
護・自立訓練事業所による６か月間の職場への定着支援の努力義務期間を経過した後に、サービスの
利用を開始する。

○ 最大３年間の就労定着支援期間の終了前後には、必要に応じて、障害者就業・生活支援センター等
への引継ぎを行う。

※ 厚生労働省資料を加工して作成

利用開始から
最大3年後

令和2年度中に556名が利用
終了。⇒障害者就業・生活
支援センターへ52名、

区市町村障害者就労支援セ
ンターへ183名を引継ぎ。

就労移行支援から令和2年度中に就職した1,859名中、
就職後に就労定着支援事業利用は1,132名。
障害者就業・生活支援センター利用は20名、
区市町村障害者就労支援センターは79名、

551名が支援の利用なし。

令和元年度中に就労定着支援の支給決定を受け
たもののうち、1年後の職場定着率は84％。

資料６

（人数・ﾃﾞｰﾀは令和3年8月調査時点）


